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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信方法であって、
　ブロードキャストチャネルを介して、前記ブロードキャストチャネルが受信される対応
するサブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを受信することと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレーム番号インジケータ
のための基準境界を決定することと、
　前記サブフレーム番号インジケータおよび前記基準境界に基づいて、前記サブフレーム
に関連付けられたサブフレーム番号を識別することと、
　を備え、
　前記ブロードキャストチャネルは、発見基準信号（ＤＲＳ）送信ウィンドウ（ＤＴｘＷ
）内で受信され、
　前記ＤＴｘＷは、前記サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブ
フレームの数よりも大きい数のサブフレームに広がる、方法。
【請求項２】
　前記識別することは、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセットとして前
記サブフレーム番号インジケータを解釈することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記決定することは、
　セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）ショートコードを受信することと、
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　前記ＳＳＳショートコードの値に基づいて、前記基準境界を決定することと、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記決定することは、
　前記ＳＳＳショートコードの第１の値に基づいて、前記無線フレームの第１の部分内の
第１のサブフレームに前記基準境界を設定することと、
　前記ＳＳＳショートコードの第２の値に基づいて、前記無線フレームの第２の部分内の
第２のサブフレームに前記基準境界を設定することと、
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記識別されたサブフレーム番号に基づいて、１つまたは複数のタイミングパラメータ
を調整することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　通信方法であって、
　ブロードキャストチャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付
けられたサブフレーム番号を識別することと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレームのための基準境界
を決定することと、
　前記サブフレーム番号および前記基準境界に基づいて、前記サブフレームについてのサ
ブフレーム番号インジケータを設定することと、
　前記ブロードキャストチャネルを介して、前記サブフレームについての前記サブフレー
ム番号インジケータを送信することと、
　を備え、
　前記ブロードキャストチャネルは、発見基準信号（ＤＲＳ）送信ウィンドウ（ＤＴｘＷ
）内で送信され、
　前記ＤＴｘＷは、前記サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブ
フレームの数よりも大きい数のサブフレームに広がる、
方法。
【請求項７】
　前記設定することは、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセットとして前
記サブフレーム番号インジケータを算出することを備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記決定することは、前記無線フレームの第１の部分内の第１のサブフレームに、また
は前記無線フレームの第２の部分内の第２のサブフレームに、前記基準境界を設定するこ
とを備える、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、請求
項４または８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記サブフレーム番号インジケータは３ビットに対応し、前記ＤＴｘＷは８よりも多い
サブフレームに広がる、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれかに記載の方法を行うための手段を備える、通信装置。
【請求項１２】
　コンピュータプログラムであって、前記プログラムは、コンピュータによって実行され
ると、前記コンピュータに、請求項１乃至１０のいずれかの方法を行わせる命令を備える
、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
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【０００１】
　[0001]本願は、「Physical Broadcast Channel (PBCH) Transmission and Reception o
n a Shared Communication Medium」と題され、２０１６年１月２８日付で出願され、本
願の譲渡人に譲渡され、全体として参照により本明細書に明示的に組み込まれた、米国仮
出願第６２／２８８，４０５号の利益を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]本開示の態様は概して、電気通信に関し、より具体的には、共有通信媒体および
同様のものにおけるオペレーションに関する。
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、データ、マルチメディア等のような様々なタ
イプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信シ
ステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、帯域幅、送信電力等）を共有するこ
とによって複数のユーザとの通信をサポートする能力を有する多元接続システムである。
そのような多元接続システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多
元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分
割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、および他のものを含む。これらのシステムは、第５
世代（５Ｇ）／Ｎｅｗ　Ｒａｄｉｏ（ＮＲ）、第３世代パートナーシッププロジェクト（
３ＧＰＰ（登録商標））によって提供されるロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登
録商標））、第３世代パートナーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）によって提供され
るウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）およびＥＶ－ＤＯ（Evolution Data Optim
ized）、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）によって提供される８０２．１１等のような仕
様に準拠して、しばしば展開されている。
【０００４】
　[0004]セルラネットワークでは、「マクロセル」アクセスポイントは、ある特定の地理
的エリアにわたる多数のユーザへの接続性およびカバレッジを提供する。マクロネットワ
ーク展開は、地理的領域にわたって良好なカバレッジを供給するように、慎重に計画、設
計、および実施される。たとえばレジデンシャルホームおよびオフィスビルのための、屋
内または他の特定の地理的カバレッジを改善するために、追加の「スモールセル」、典型
的には低電力アクセスポイントが、従来のマクロネットワークを補完するために最近展開
され始めた。スモールセルアクセスポイントはまた、漸進的な（incremental）容量の増
加、より豊富なユーザエクスペリエンス等も提供し得る。
【０００５】
　[0005]スモールセルオペレーションは、たとえばＵ－ＮＩＩ（Unlicensed National In
formation Infrastructure）帯域および市民ブロードバンド（ＣＢ）無線サービス帯域の
ような、いわゆる「アンライセンス（unlicensed）」および「ライトリライセンス(light
ly licensed)」周波数スペクトルに拡張されてきた。スモールセルオペレーションのこの
拡張は、スペクトル効率、およびそれによりシステム容量全体を増加させるように設計さ
れている。しかしながら、それは、スモールセルアクセスポイント間およびとオペレータ
間の様々な度合いの干渉にも、それらのデバイスが共有リソースへのアクセスを巡って競
合するので、繋がり得る。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]以下の概要は、本開示の様々な態様の説明を助けるためだけに提供される概説で
あり、態様の限定ではなく、それらの例示のためだけに提供される。
【０００７】
　[0007]一例では、通信方法が開示される。方法は、たとえば、ブロードキャストチャネ
ルを介して、該ブロードキャストチャネルが受信される対応するサブフレームについての
サブフレーム番号インジケータを受信することと、該サブフレームを含む対応する無線フ
レーム内のサブフレーム番号インジケータのための基準境界を決定することと、サブフレ
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ーム番号インジケータおよび基準境界に基づいて、該サブフレームに関連付けられたサブ
フレーム番号を識別することと、を含み得る。
【０００８】
　[0008]別の例では、通信装置が開示される。装置は、たとえば、少なくとも１つのプロ
セッサと、該少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、少な
くとも１つのトランシーバとを含み得る。少なくとも１つのトランシーバは、ブロードキ
ャストチャネルを介して、該ブロードキャストチャネルが受信される対応するサブフレー
ムについてのサブフレーム番号インジケータを受信するように構成され得る。少なくとも
１つのプロセッサおよび少なくとも１つのメモリは、該サブフレームを含む対応する無線
フレーム内のサブフレーム番号インジケータのための基準境界を決定することと、サブフ
レーム番号インジケータおよび基準境界に基づいて、該サブフレームに関連付けられたサ
ブフレーム番号を識別することと、を行うように構成され得る。
【０００９】
　[0009]別の例では、別の通信装置が開示される。装置は、たとえば、ブロードキャスト
チャネルを介して、該ブロードキャストチャネルが受信される対応するサブフレームにつ
いてのサブフレーム番号インジケータを受信するための手段と、該サブフレームを含む対
応する無線フレーム内のサブフレーム番号インジケータのための基準境界を決定するため
の手段と、サブフレーム番号インジケータおよび基準境界に基づいて、該サブフレームに
関連付けられたサブフレーム番号を識別するための手段と、を含み得る。
【００１０】
　[0010]別の例では、少なくとも１つのプロセッサによって実行されるとき、該少なくと
も１つのプロセッサに通信のためのオペレーションを実行させる、一時的または非一時的
コンピュータ可読媒体が開示される。コンピ ュータ可読媒体は、たとえば、ブロードキ
ャストチャネルを介して、該ブロードキャストチャネルが受信される対応するサブフレー
ムについてのサブフレーム番号インジケータを受信するためのコードと、該サブフレーム
を含む対応する無線フレーム内のサブフレーム番号インジケータのための基準境界を決定
するためのコードと、サブフレーム番号インジケータおよび基準境界に基づいて、該サブ
フレームに関連付けられたサブフレーム番号を識別するためのコードと、を含み得る。
【００１１】
　[0011]別の例では、別の通信方法が開示される。方法は、たとえば、ブロードキャスト
チャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付けられたサブフレー
ム番号を識別することと、該サブフレームを含む対応する無線フレーム内の該サブフレー
ムのための基準境界を決定することと、サブフレーム番号および基準境界に基づいて、該
サブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを設定することと、ブロードキャ
ストチャネルを介して、該サブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを送信
することと、を含み得る。
【００１２】
　[0012]別の例では、別の通信装置が開示される。装置は、たとえば、少なくとも１つの
プロセッサと、該少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、
少なくとも１つのトランシーバとを含み得る。少なくとも１つのプロセッサおよび少なく
とも１つのメモリは、ブロードキャストチャネルを搬送するように指定された対応するサ
ブフレームに関連付けられたサブフレーム番号を識別することと、該サブフレームを含む
対応する無線フレーム内の該サブフレームのための基準境界を決定することと、サブフレ
ーム番号および基準境界に基づいて、該サブフレームについてのサブフレーム番号インジ
ケータを設定することと、を行うように構成され得る。少なくとも１つのトランシーバは
、ブロードキャストチャネルを介して、該サブフレームについてのサブフレーム番号イン
ジケータを送信するように構成され得る。
【００１３】
　[0013]別の例では、別の通信装置が開示される。装置は、たとえば、ブロードキャスト
チャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付けられたサブフレー
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ム番号を識別するための手段と、該サブフレームを含む対応する無線フレーム内の該サブ
フレームのための基準境界を決定するための手段と、サブフレーム番号および基準境界に
基づいて、該サブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを設定するための手
段と、ブロードキャストチャネルを介して、該サブフレームについてのサブフレーム番号
インジケータを送信するための手段と、を含み得る。
【００１４】
　[0014]別の例では、少なくとも１つのプロセッサによって実行されるとき、該少なくと
も１つのプロセッサに通信のためのオペレーションを実行させる、別の一時的または非一
時的コンピュータ可読媒体が開示される。コンピュータ可読媒体は、たとえば、ブロード
キャストチャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付けられたサ
ブフレーム番号を識別するためのコードと、該サブフレームを含む対応する無線フレーム
内の該サブフレームのための基準境界を決定するためのコードと、サブフレーム番号およ
び基準境界に基づいて、該サブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを設定
するためのコードと、ブロードキャストチャネルを介して、該サブフレームについてのサ
ブフレーム番号インジケータを送信するためのコードと、を含み得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　[0015]添付の図面は、本開示の様々な態様の説明を助けるために提示され、態様の限定
ではなく、それらの例示のためだけに提供される。
【図１】例となるワイヤレスネットワーク環境を例示するシステムレベルの図である。
【図２】発見基準信号（ＤＲＳ）送信を含む例となるフレーム構造を例示する。
【図３】例となるＤＲＳ送信スキームを例示するタイミング図である。
【図４】例となる一般的なＤＲＳサブフレーム構造を例示する。
【図５】サブフレーム番号識別の例を例示するタイミング図である。
【図６】本明細書で説明される技法にしたがった、通信の例となる方法を例示するフロー
図である。
【図７】本明細書で説明される技法にしたがった、通信の別の例となる方法を例示するフ
ロー図である。
【図８】アクセスポイントおよびアクセス端末の例となるコンポーネントをより詳細に例
示するデバイスレベルの図である。
【図９】一連の相互に関連する機能モジュールとして表された例となる装置を例示する。
【図１０】一連の相互に関連する機能モジュールとして表された別の例となる装置を例示
する。
【詳細な説明】
【００１６】
　[0026]本開示は概して、共有通信媒体上で物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）
を管理することに関する。アクセスポイントの観点から考えると（For its part）、ＰＢ
ＣＨを介して情報をブロードキャストする該アクセスポイントは、通信媒体にアクセスす
るための競争ベースのプロセスに対処するために、および１つまたは複数のアクセス端末
における処理を容易にするために、異なる方法でＰＢＣＨを構成し得る。たとえば、ＰＢ
ＣＨは、サブフレーム番号付け情報を搬送するように構成され得、該サブフレーム番号付
け情報は、基準境界に対するオフセットとして伝達され得る。他の例として、アクセスポ
イントは、対応する発見基準信号（ＤＲＳ）サブフレーム内でＰＢＣＨが占有するシンボ
ル期間の数を増加および／または変更し、より大きい無線フレーム内のＤＲＳサブフレー
ムロケーションに基づいて、ＰＢＣＨの送信を制限し、ＰＢＣＨとＤＲＳサブフレーム内
の他のシグナリングとの間の潜在的な衝突を緩和し得る。アクセス端末は、ＰＢＣＨ構成
の少なくともいくつかの態様を理解および／または活用するように、ならびに冗長バージ
ョン検出および結合（combining）のような他の関連するオペレーションを実行するよう
に、構成され得る。
【００１７】
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　[0027]本開示のより具体的な態様が、例示目的で提供される様々な例を対象とした、以
下の説明および関連する図面において提供される。代替の態様が、本開示の範囲から逸脱
することなく考案され得る。加えて、本開示の周知の態様は、より関係のある詳細を曖昧
にしないために、詳細には説明されないことがある、または省略され得る。
【００１８】
　[0028]当業者は、以下で説明される情報および信号が、様々な異なる技術および技法の
いずれを使用しても表され得ることを認識するだろう。たとえば、以下の説明全体を通し
て参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップ
は、部分的に特定のアプリケーション、部分的に所望の設計、部分的に対応する技術、等
に応じて、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光学粒子、あるいは
それらのいずれの組合せによっても表され得る。
【００１９】
　[0029]さらに、多くの態様が、たとえば、コンピューティングデバイスの要素によって
実行されるべきアクションのシーケンスの観点から説明される。本明細書で説明される様
々なアクションが、特定の回路（たとえば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ））によっ
て、１つまたは複数のプロセッサによって実行されるプログラム命令によって、またはそ
の両方の組合せによって、実行されることができることは認識されるだろう。加えて、本
明細書で説明される態様の各々では、いずれのそのような態様の対応する形態も、たとえ
ば、説明されるアクションを実行する「ように構成されたロジック」として実装され得る
。
【００２０】
　[0030]図１は、例として２オペレータによる（from）システム、第１のオペレータＡシ
ステム１００および第２のオペレータＢシステム１５０を含みように図示される、例とな
るワイヤレスネットワーク環境を例示するシステムレベルの図である。各システムは、様
々なタイプの通信（たとえば、音声、データ、マルチメディアサービス、関連する制御シ
グナリング等）に関する情報を含んで、ワイヤレスリンクを介して受信および／または送
信する能力を概して有する異なる複数のワイヤレスノードから構成され得る。オペレータ
Ａシステム１００は、ワイヤレスリンク１３０を介して互いに通信状態にあるアクセスポ
イント１１０およびアクセス端末１２０を含むように図示されている。オペレータＢシス
テム１５０は、別個のワイヤレスリンク１３２を介して互いに通信状態にあるそれ自体の
アクセスポイント１６０およびアクセス端末１７０を含むように図示されている。
【００２１】
　[0031]例として、オペレータＡシステム１００のアクセスポイント１１０およびアクセ
ス端末１２０は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）技術またはその変形（たとえ
ば、ＭｕＬＴＥｆｉｒｅ、ＬＡＡ（Licensed Assisted Access）等）にしたがって、ワイ
ヤレスリンク１３０を介して通信し得る一方で、オペレータＢシステム１５０のアクセス
ポイント１６０およびアクセス端末１７０は、同じＬＴＥ技術または異なる技術（たとえ
ば、Ｗｉ－Ｆｉ技術）にしたがって、ワイヤレスリンク１３２を介して通信するが、異な
るオペレータ（たとえば、認可、システムタイミング等を制御する、異なる企業、または
他のエンティティ）によって展開され得る。各システムが、地理的領域全体を通じて分散
された、いずれの数のワイヤレスノード（アクセスポイント、アクセス端末等）もサポー
トし得、例示されているエンティティが例示目的でのみ図示されている、ことは認識され
るだろう。ＬＴＥ技術の代わりに、ワイヤレスリンク１３０および１３２を介した通信が
、とりわけ、５世代（５Ｇ）／Ｎｅｗ　Ｒａｄｉｏ（ＮＲ）技術、またはその変形にした
がって構成され得ることを当業者は認識するだろう。
【００２２】
　[0032]別途言及されていない限り、「アクセス端末」および「アクセスポイント」とい
う用語は、いずれの特定の無線アクセス技術（ＲＡＴ）にも固有であるようにも限定され
るようにも意図されていない。一般に、アクセス端末は、通信ネットワークを介してユー
ザが通信することを可能にするいずれのワイヤレス通信デバイス（たとえば、携帯電話、
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ルータ、パーソナルコンピュータ、サーバ、エンタテイメントデバイス、ＩＯＴ（Intern
et of Things)/ＩＯＥ(Internet of Everything）対応デバイス、車載通信デバイス等）
でもあり得、異なるＲＡＴ環境では、代替的に、ユーザデバイス（ＵＤ）、モバイル局（
ＭＳ）、加入者局（ＳＴＡ）、ユーザ装置（ＵＥ）等と称され得る。同様に、アクセスポ
イントは、アクセスポイントが展開されているネットワークに応じて、アクセス端末と通
信する際に１つのまたはいくつかのＲＡＴにしたがってオペレートし得、代替的に、基地
局（ＢＳ）、ネットワークノード、ノードＢ、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）等と称され得る
。そのようなアクセスポイントは、たとえば、スモールセルアクセスポイントに対応し得
る。「スモールセル」は一般に、フェムトセル、ピコセル、マイクロセル、ワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイント、他のスモールカバレッジエリ
アアクセスポイント等を含み得るか、またはさもなければそのように称され得る、低電力
のアクセスポイントのクラスを指す。スモールセルは、近隣内の数ブロックまたは田舎の
環境において数平方マイルをカバーし得るマクロセルカバレッジを補完するために展開さ
れ得、それにより、改善されたシグナリング、漸進的な容量の増加、より豊富なユーザエ
クスペリエンス等に繋がる。
【００２３】
　[0033]図１に戻ると、オペレータＡシステム１００によって使用されるワイヤレスリン
ク１３０およびオペレータＢシステム１５０によって使用されるワイヤレスリンク１３２
は、共有通信媒体１４０を介してオペレートし得る。このタイプの通信媒体は、１つまた
は複数の周波数、時間、および／または空間通信リソース（たとえば、１つまたは複数の
キャリアにわたる１つまたは複数のチャネルを包含する）から構成され得る。例として、
通信媒体１４０は、アンライセンス、またはライトリライセンス周波数帯域の少なくとも
一部分に対応し得る。異なるライセンス周波数帯域が、ある特定の通信のために（たとえ
ば、米国における米国連邦通信委員会（ＦＣＣ）のような政府機関によって）リザーブさ
れているけれども、いくつかのシステム、特にスモールセルアクセスポイントを採用する
ものは、Ｕ－ＮＩＩ（Unlicensed National Information Infrastructure）帯域および市
民ブロードバンド（ＣＢ）無線サービス帯域のようなアンライセンスおよびライトリライ
センス周波数帯域オペレーションを拡張している。
【００２４】
　[0034]通信媒体１４０の共有使用に起因して、ワイヤレスリンク１３０とワイヤレスリ
ンク１３２との間のクロスリンク干渉の可能性がある。さらに、いくつかのＲＡＴおよび
いくつかの管轄（jurisdictions）が、通信媒体１４０へのアクセスを仲介する（arbitra
ting）のために、競争または「Listen Before Talk（ＬＢＴ）」を要求し得る。例として
、各デバイスが、それ自体の送信のために通信媒体を獲得する（およびいくつかのケース
ではリザーブする）前に、媒体検知（medium sensing）を介して共有通信媒体上の他のト
ラフィックの不在を検証する、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）プロトコルが使用
され得る。いくつかの設計では、ＣＣＡプロトコルは、それぞれＲＡＴ内およびＲＡＴ間
のトラフィックに通信媒体を譲る（yielding）ための別個のＣＣＡプリアンブル検出（Ｃ
ＣＡ－ＰＤ）およびＣＣＡエネルギー検出（ＣＣＡ－ＥＤ）メカニズムを含み得る。欧州
電気通信規格協会（ＥＴＳＩ）は、たとえば、アンライセンス周波数帯域のようなある特
定の通信媒体に関し、すべてのデバイスに対して競争を、それらのＲＡＴに関わらず、義
務付ける（mandates）。
【００２５】
　[0035]以下でより詳細に説明されるように、アクセスポイント１１０および／またはア
クセス端末１２０は、上で簡潔に説明されたブロードキャストチャネル管理技法を提供、
またはさもなければサポートするために、本明細書における教示にしたがって様々に構成
され得る。たとえば、アクセスポイント１１０は、ブロードキャストチャネルマネジャ１
１２を含み得、アクセス端末１２０は、ブロードキャストチャネルマネジャ１２２を含み
得る。ブロードキャストチャネル１１２および／またはブロードキャストチャネルマネジ
ャ１２２は、情報の送信および受信を管理するために様々な方法で構成され得る。
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【００２６】
　[0036]図２は、通信媒体１４０へのアクセスを容易にするために、通信媒体１４０上で
、オペレータＡシステム１００について実装され得る例となるフレーム構造を例示する。
【００２７】
　[0037]例示されているフレーム構造は、一連の無線フレーム（ＲＦ）を含み、それらは
、システムフレーム番号ニュメロロジー（numerology）（ＳＦＮ　Ｎ、ＳＦＮ　Ｎ＋１、
ＳＦＮ　Ｎ＋２、等）にしたがって番号付けされ、それぞれのサブフレーム（ＳＦ）に分
割されており、該サブフレームもまた、参照のために番号付けされ得る（たとえば、ＳＦ
０、ＳＦ１等）。各それぞれのサブフレームは、スロットにさらに分割され得、スロット
は、シンボル期間にさらに分割され得る（図２では図示せず）。例として、ＬＴＥベース
のフレーム構造は、各々１０個のサブフレームから構成される１０２４個の番号付けされ
た無線フレームに分割されているシステムフレームを含み、それらは合わせて、システム
フレームサイクル（たとえば、１ｍｓのサブフレームを有する１０ｍｓの無線フレームで
は、１０．２４ｓ続く）を構成する。さらに、各サブフレームは、２つのスロットを備え
得、各スロットは、６つまたは７つのシンボル期間を備え得る。フレーム構造の使用は、
よりアドホックなシグナリング技法よりもデバイス間に自然で効率的な調整（coordinati
on）を提供し得る。
【００２８】
　[0038]一般に、図２の例となるフレーム構造は、周波数分割複信（ＦＤＤ）フレーム構
造または時分割複信（ＴＤＤ）フレーム構造として実装され得る。ＦＤＤフレーム構造で
は、所与の周波数上の各サブフレームは、アクセス端末１２０からアクセスポイント１１
０にアップリンク情報を送信するためのアップリンク（ＵＬ）通信のために、またはアク
セスポイント１１０からアクセス端末１２０にダウンリンク情報を送信するためのダウン
リンク（ＤＬ）通信のために、静的に構成され得る。ＴＤＤフレーム構造では、各サブフ
レームは、異なる時間で、ダウンリンク（Ｄ）、アップリンク（Ｕ）、または特殊（Ｓ）
サブフレームとして様々にオペレートされ得る。ダウンリンク、アップリンク、および特
殊サブフレームの異なる配列（arrangements）は、異なるＴＤＤ構成と称され得る。
【００２９】
　[0039]いくつかの設計では、図２のフレーム構造は、各サブフレームのロケーションお
よび／または構成が、（たとえば、絶対時間に対して）予め決定され得る点で「固定」で
あり得る。ここで、たとえば、競争ベースのアクセスが実施中であり（in effect）、ア
クセスポイント１１０またはアクセス端末１２０が所与のサブフレームについて競争に勝
ち損なった場合、そのサブフレームはサイレントにされ得る（silenced）。しかしながら
、他の設計では、図２のフレーム構造は、各サブフレームのロケーションおよび／または
構成が（たとえば、通信媒体１４０へのアクセスが確保されているポイントに対して）動
的に決定され得る点で「流動的（floating）」であり得る。例として、所与のフレーム（
たとえば、ＳＦＮ　Ｎ＋１）のスタートは、アクセスポイント１１０またはアクセス端末
１２０が競争に勝つことができるまで、絶対時間に対して遅延され得る。別の例として、
各サブフレームのタイプ（ダウンリンク、アップリンク、または特殊）は、通信媒体１４
０へのアクセスが確保されるときに基づいて、アクセスポイント１１０によって動的に構
成され得る（たとえば、次の１０個のサブフレームは、ＤＤＤＤＤＵＵＵＵＵ、ＤＤＵＵ
ＵＵＵＵＵＵ、または異なる組合せのサブフレームタイプとして指定され得る）。
【００３０】
　[0040]図２でさらに例示されているように、１つまたは複数のサブフレームが、発見基
準シグナリング（ＤＲＳ）と本明細書では称されるものを含むように指定され得る。ＤＲ
Ｓは、システムオペレーションを容易にするための制御シグナリングを伝達するように構
成され得る。基準シグナリングは、タイミング同期、システム取得、干渉測定（たとえば
、無線リソース管理（ＲＲＭ）／無線リンクモニタリング（ＲＬＭ）測定）、トラッキン
グループ、利得参照（gain reference）（たとえば、自動利得制御（ＡＧＣ）、ページン
グ等に関連する情報を含み得る。例として、ＤＲＳは、セル探索のためのプライマリ同期
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信号（ＰＳＳ）およびセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）、ＲＲＭのためのセル固有基準信号
（ＣＲＳ）、様々なアクセスパラメータを伝達するための物理ブロードキャストチャネル
（ＰＢＣＨ）等を含み得る。
【００３１】
　[0041]異なるＤＲＳ送信スキームが、通信媒体１４０にアクセスするために競争が要求
されるときのような異なるシナリオ下でのよりロバストなＤＲＳを容易にするように実装
され得る。たとえば、ＤＲＳは、各無線フレームの指定されたサブフレーム（複数を含む
）（たとえば、ＳＦ０）において、または指定されたサブフレームの周りで定義されたＤ
ＲＳ送信ウィンドウ（ＤＴｘＷ）（たとえば、無線フレームの最初の６つのサブフレーム
ＳＦ０～ＳＦ５に広がる）と本明細書で称されるようなサブフレームの範囲において、周
期的（たとえば、１０ｍｓごと）に送信のためにスケジューリングされ得る。そのような
ＤＴｘＷが、採用されているＲＡＴに応じて、サービングセルＤＲＳ測定タイミング構成
（ＤＭＴＣ）ウィンドウまたは同様のものとも称され得ることは認識されるだろう。
【００３２】
　[0042]図３は、通信媒体１４０上に実装され得る例となるＤＲＳ送信スキームを例示す
るタイミング図である。図示されているように、いくつかの事例では、アクセスポイント
１１０は、指定されたサブフレームにおいて日和見的にＤＲＳを、通信媒体１４０へのア
クセスがその指定されたサブフレームに利用可能であるときに、送信し得る。さもなけれ
ば、通信媒体１４０へのアクセスが指定されたサブフレームのためには利用可能でないと
き、アクセスポイント１１０は、次の指定されるサブフレームまでＤＲＳを送信すること
を控え得る。指定されたサブフレームにおける日和見ＤＲＳ送信は、図３において例とし
て、無線フレームＳＦＮ　Ｎ＋１、ＳＦＮ　Ｎ＋２、ＳＦＮ　Ｎ＋３、ＳＦＮ　Ｎ＋５、
ＳＦＮ　Ｎ＋６、およびＳＦＮ　Ｎ＋７で図示されている。
【００３３】
　[0043]しかしながら、他の事例では、アクセスポイント１１０は、指定されたサブフレ
ームの周りで定義されたより広いＤＴｘＷ３０２（たとえば、無線フレームの最初の６つ
のサブフレームＳＦ０～ＳＦ５に広がる）内で通信媒体１４０へのアクセスが利用可能で
あるいずれの時間にも、よりフレキシブルにＤＲＳを送信し得る。ＤＴｘＷ３０２内のＤ
ＲＳ送信は、図３において例として、無線フレームＳＦＮ　ＮおよびＳＦＮ　Ｎ＋４で図
示されている。アクセス端末１２０は、各定義されたＤＴｘＷ３０２内で、ＤＲＳについ
て通信媒体１４０をモニタリングするように構成され得る。
【００３４】
　[0044]対応するＤＴｘＷ３０２が、指定された無線フレームにおいて周期的（たとえば
、２０または４０ｍｓごと）にスケジューリングされ得、それは、アクセス端末１２０と
協調され得る。例示されている例では、ＤＴｘＷ３０２は、ＳＦＮ　Ｎ、ＳＦＮ　Ｎ＋４
等における、４つの無線フレームごとにスケジューリングされる。しかしながら、異なる
ＤＲＳ送信スキームのバランスをとるために、他の構成が所望通りに採用され得ることは
認識されるだろう。
【００３５】
　[0045]どちらのケースでも、ＤＲＳに含まれるある特定のシグナリングは、適宜、少な
くとも違う形では共通のペイロード(otherwise common payload)についての対応する冗長
バージョン（ＲＶ）とともに送信され得る。例示されている例では、そのようなシグナリ
ングは、第１の事例（ＤＴｘＷ３０２内のＳＦＮ　Ｎ）では第１の冗長バージョン（ＲＶ
０）と、次の事例（ＳＦＮ　Ｎ＋１）では第２の冗長バージョン（ＲＶ１）と、次の事例
（ＳＦＮ　Ｎ＋２）では第３の冗長バージョン（ＲＶ２）と、次の事例（ＳＦＮ　Ｎ＋３
）では第４の冗長バージョン（ＲＶ３）と、ともに送信され得、図示されているように、
ペイロードが変化したときに（たとえば、４つの無線フレームごとに）そこから繰り返し
得る。異なる冗長バージョンの使用が、時間を超えた利得を結合すること、並びに他の情
報提供の使用（informational use）を可能にし得る。
【００３６】
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　[0046]以下でより詳細に説明されるように、ＤＲＳに含まれ得るＰＢＣＨは、アクセス
ポイント１１０にアクセスすることに関連するある特定のパラメータ、たとえば、ダウン
リンクシステム帯域幅、システムフレーム番号の最上位ビット等、を伝達するために使用
され得る。ＰＳＳ／ＳＳＳ検出により、アクセス端末がそのクロックタイミングを同期さ
せることが可能になり得るのに対し、ＰＢＣＨは、システムフレーム番号およびサブフレ
ーム番号の識別に必要な更なる情報を提供し得る。通信媒体１４０の共有本質に起因して
、ＤＲＳ内のＰＢＣＨを送信および受信するための技法は、異なる方法で実施され得る。
【００３７】
　[0047]システムフレーム番号情報およびサブフレーム番号に加えて、ＰＢＣＨは、技術
識別子に関する情報も同様に搬送し得る。ＰＢＣＨにおけるリザーブされたビットのうち
のいくつかは、この情報を伝達するために使用され得る。たとえば、リザーブされたビッ
トのうちのいくつかは、同じ帯域幅でオペレートする別の技術とは全く異なる（as oppos
ed to）ＭｕＬＴＥｆｉｒｅ技術のある特定のバージョンに基づくアクセスポイント送信
にＰＢＣＨ送信が対応することを示すために使用され得る。
【００３８】
　[0048]図４は、オペレータＡシステム１００のために実装され得る例となる一般的なＤ
ＲＳサブフレーム構造を例示する。図示されているように、ＤＲＳサブフレーム構造４０
０は、本明細書における説明に関連する部分では、１つまたは複数のシンボル期間（ＳＰ
）を占有するＰＢＣＨを含み得る。ＰＢＣＨは、それぞれのシンボル期間（所望通りに連
続的である、又はインターレースされている）内で所定のリソース要素（ＲＥ）、たとえ
ば、所与のチャネルの中心の６つのリソースブロック（ＲＢ）を構成するＲＥのうちの１
つまたは複数、を占有し得ることが認識されるだろう。図４で図示されている特定のシン
ボル期間ロケーションは、例示目的のみのものであり、異なるフレーム構造（たとえば、
ＦＤＤフレーム構造対ＴＤＤフレーム構造、等）間で異なり得ることもまた認識されるだ
ろう。
【００３９】
　[0049]従来のロケーション（たとえば、ＳＰ－７、ＳＰ－８、ＳＰ－９、およびＳＰ－
１０）に加えて、ＰＢＣＨは、追加のシンボル期間（たとえば、ＳＰ－１１、ＳＰ－４、
ＳＰ－３、および／またはＳＰ－２）を占有するように拡張され得る。例示されている例
では、ＰＢＣＨは、４～８つのシンボル期間のどこも占有し得る。例として、従来の４つ
のシンボル期間から５つのシンボル期間にＰＢＣＨを拡張するために、ＳＰ－７、ＳＰ－
８、ＳＰ－９、およびＳＰ－１０に加えて、ＳＰ－１１がＰＢＣＨのために採用され得る
。別の例として、従来の４つのシンボル期間から６つのシンボル期間にＰＢＣＨを拡張す
るために、ＳＰ－７、ＳＰ－８、ＳＰ－９、およびＳＰ－１０に加えて、ＳＰ－１１およ
びＳＰ－４がＰＢＣＨのために採用され得る。別の例として、従来の４つのシンボル期間
から７つのシンボル期間にＰＢＣＨを拡張するために、ＳＰ－７、ＳＰ－８、ＳＰ－９、
およびＳＰ－１０に加えて、ＳＰ－１１、ＳＰ－４、およびＳＰ－３がＰＢＣＨのために
採用され得る。別の例として、従来の４つのシンボル期間から８つのシンボル期間にＰＢ
ＣＨを拡張するために、ＳＰ－７、ＳＰ－８、ＳＰ－９、およびＳＰ－１０に加えて、Ｓ
Ｐ－１１、ＳＰ－４、ＳＰ－３、およびＳＰ－２がＰＢＣＨのために採用され得る。
【００４０】
　[0050]一般に、ＰＢＣＨに利用されるシンボル期間の数の増加は、（たとえば、冗長バ
ージョン結合に依存することのない、いわゆる”単発の（single-shot）”復号パフォー
マンスを容易にすることによって）アクセス端末１２０による復号を改善することを助け
得る。したがって、すべてのＰＢＣＨ送信に対して増加された数のシンボル期間（たとえ
ば、５～８つのシンボル期間）を利用することは有益であり得る。しかしながら、いくつ
かの設計では、従来の（レガシ）ＰＢＣＨ実装の少なくともいくつかの事例を保つために
、従来の４つのシンボル期間がＰＢＣＨ送信に利用され得る。たとえば、増加された数の
５～８つのシンボル期間が、ＤＴｘＷ３０２内でのＤＲＳ送信に関連付けられるときにＰ
ＢＣＨに利用され得る一方で、従来の４つのシンボル期間が、図３を参照して上で説明さ
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れたような他の日和見ＤＲＳ送信に関連付けられたときにＰＢＣＨに利用され得る。ここ
で、各冗長バージョンに対応するペイロードは変化されないままであり得るが、送信に使
用されるリソース要素が増加され得る（それにより、より低いコードレートを、およびこ
れによってより信頼できる復号を可能にする）。このことはまた、ＰＢＣＨに利用された
シンボル期間の数に基づいて、他のＤＲＳ送信と比較してＤＴｘＷ３０２内でのＤＲＳ送
信に対応する無線フレーム同士をアクセス端末１２０が区別することを可能にする。
【００４１】
　[0051]アクセス端末１２０の観点から考えると、他の日和見ＤＲＳ送信と比較してＤＴ
ｘＷ３０２内でのＤＲＳ送信に関連付けられるときに増加された数のシンボル期間がＰＢ
ＣＨに利用される、上で説明された手法をアクセスポイント１１０が利用するとき、該ア
クセス端末１２０は、検出されるＰＢＣＨシンボルの数に基づいて、ＰＢＣＨがＤＴｘＷ
３０２の一部であるかどうか－したがって、どの無線フレームのセットにＰＢＣＨが関連
付けられ得るか－を決定し得る。たとえば、アクセス端末１２０は、ＰＢＣＨシンボルの
数のブラインド検出（多重仮説検定（multiple hypotheses testing））を実行し得る。
最大の信頼性を生じさせるＰＢＣＨシンボルの数に応じて、アクセス端末１２０は、ＰＢ
ＣＨがＤＴｘＷ３０２において送信されたか否かを確かめ得る。ＤＴｘＷ３０２のブライ
ンド検出はまた、ＤＴｘＷ３０２内およびＤＴｘＷ３０２外の潜在的に異なるＰＳＳ波形
を使用しても実行され得る。
【００４２】
　[0052]いくつかの設計では、ＰＢＣＨが送信されるサブフレームロケーションの数は、
アクセス端末１２０における処理を簡素化するために制限され得る。たとえば、ＤＴｘＷ
３０２は、所与の無線フレームのより多数のサブフレーム（たとえば、最初の６つのサブ
フレームＳＦ０～ＳＦ５）に広がり得るけれども、ＰＢＣＨは、所与のＤＲＳインスタン
スの一部としてのみ、そのＤＲＳインスタンスがＤＴｘＷ３０２の特定の部分（たとえば
、最初の５つのサブフレームＳＦ０～ＳＦ４）内で生じるときは、送信され得る。たとえ
ば、ＤＲＳサブフレームにおいて使用されるＣＲＳスクランブリングコードは、ＤＲＳが
無線フレームの第１の部分（ＳＦ０～ＳＦ４）において生じる場合にはＳＦ０スクランブ
リングの後に続き、そうでない（ＳＦ５～ＳＦ９）場合にはＳＦ５スクランブリングの後
に続くので、このことは、アクセス端末１２０が、複数のＣＲＳスクランブリングコード
にわたったブラインド仮説検定よりむしろ、ＰＢＣＨ復号に使用される（単一の）ＣＲＳ
スクランブリングコードをより容易に決定することを可能にし得る。
【００４３】
　[0053]アクセス端末１２０の観点から考えると、ＰＢＣＨが送信されるサブフレームロ
ケーションの数が制限される、上で説明された手法をアクセスポイント１１０が利用する
とき、該アクセス端末１２０は、対応するＳＳＳショートコードに基づいてＰＢＣＨ復号
をトリガし得る。ＳＳＳショートコードは、無線フレームのどの部分が送信されているか
、およびこれによりＰＢＣＨが存在すると予期されるかどうかに関するインジケータとし
て考えられ得る。一般に、ＳＳＳ送信は、それがＳＦ０～ＳＦ４内で生じる場合に第１の
ショートコード（コード０）を、それがＳＦ５～ＳＦ９内で生じる場合に第２のショート
コード（コード１）を使用する。アクセス端末１２０は、ＰＳＳ／ＳＳＳを検出し、ＳＳ
Ｓショートコードがコード０であるかコード１であるかを決定し得る。このように、アク
セス端末１２０は、ＳＳＳショートコードが、ＰＢＣＨが存在すると予期されることを示
すコード０である場合にのみ、ＰＢＣＨ復号をトリガし得る。重ねて、この手法は、ＰＢ
ＣＨ復号に使用される必要があるＣＲＳスクランブリングコードの不確定性を取り除き、
アクセス端末１２０における処理を簡素化する。
【００４４】
　[0054]いくつかの実装では、ＤＴｘＷ３０２は、ＰＢＣＨサブフレームのためにリザー
ブされるビットの数が伝達することができるよりも大きいサブフレームの数に広がり得る
。たとえば、ＤＴｘＷ３０２の長さが１２または１６個のサブフレームである場合、およ
びたとえば、ＰＢＣＨペイロードにおけるサブフレームインジケーションのためにリザー
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ブされたビットの数が３である場合、全サブフレーム数は、３ビットが最大の８つの異な
るサブフレームしか示すことができないので、リザーブされたビットの範囲によって示さ
れないことがある。そのような事例では、アクセスポイントは、ＳＦ０またはＳＦ５境界
のたびにサブフレーム番号インジケーションをリセットし得、すなわち、現在のサブフレ
ームのオフセットは、予め決定された形で最も間近のＳＦ０境界またはＳＦ５境界と比べ
て示され得る。アクセス端末の観点から考えると、それは、ＰＢＣＨ処理の前に検出され
るＳＳＳショートコード（コード０またはコード１）に基づいてブラインドに、ＳＦ０ま
たはＳＦ５である最も間近な基準境界ことを決定し得る。
【００４５】
　[0055]したがって、上記説明に基づいて、アクセスポイント１１０およびアクセス端末
１２０が、ＰＢＣＨに含まれるサブフレーム番号インジケータだけでなく基準境界に基づ
いて、所与のサブフレームに関連づけられたサブフレーム番号を、サブフレーム番号イン
ジケータが基準境界に対するオフセットとして解釈されるように、識別し得ることは認識
されるだろう。
【００４６】
　[0056]図５は、上記説明にしたがった、サブフレーム番号識別の例を例示するタイミン
グ図である。この例では、第１のサブフレーム番号インジケータ５０２および第１のショ
ートコード５０４が、ＰＢＣＨおよびＳＳＳを介してそれぞれ、第１のサブフレーム（た
とえば、ＳＦ１）中に送信される。第２のサブフレーム番号インジケータ５１２および第
２のショートコード５１４は、ＰＢＣＨおよびＳＳＳを介してそれぞれ再び、第２のサブ
フレーム（たとえば、ＳＦ６）中に送信される。図示されているように、第１のサブフレ
ーム番号インジケータ５０２および第２のサブフレーム番号インジケータ５１２は、同じ
値（たとえば、例示されている例では、オフセット＝１）を有し得るものの、２つの対応
するサブフレーム番号は、異なる基準境界（たとえば、コード０を示す第１のショートコ
ード５０４に基づくＳＦ０における第１の基準境界Ａ、およびコード１を示す第２のショ
ートコード５１４に基づくＳＦ５における第２の基準境界Ａ）によって互いと区別され得
る。
【００４７】
　[0057]再び図３に戻ると、ＤＴｘＷ３０２内のＤＲＳインスタンスがＳＦＮ　Ｎの境界
を越え、ＳＦＮ　Ｎ＋１の境界に入る場合、ＤＴｘＷ３０２内での送信に使用されるＰＢ
ＣＨ冗長バージョンは、ＲＶ０の代わりにＲＶ１に切替えられ得る。このオペレーション
は、アクセス端末１２０が依然として曖昧さなくＳＦＮを決定することを可能にするため
に実行される。
【００４８】
　[0058]一般に、チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のような他のシグナリング
がＰＢＣＨと同じサブフレーム上で送信され得、実際、そのサブフレーム（たとえば、Ｓ
Ｐ－９およびＳＰ－１０）中の異なるシンボル期間上でオーバーラップし得る。異なる技
法が、そのようなシグナリングとのリソース要素衝突を回避および／または緩和するため
に採用され得る。例として、ＣＳＩ－ＲＳは、ＰＢＣＨと同じサブフレーム上で送信され
ることを妨げられ得る。別の例として、ＣＳＩ－ＲＳリソース要素は、ＰＢＣＨも存在し
、かつオーバーラップしているサブフレームにおいて、（ＰＢＣＨを優先して（in favor
 of））パンクチャリングされ得る。このことは、ＰＢＣＨがあれば（in the presence o
f）、アクセス端末１２０にはトランスペアレントであるか、または暗に想定される、の
どちらかであり得る。逆に、別の例として、ＰＢＣＨリソース要素が、ＣＳＩ－ＲＳも存
在し、かつオーバーラップしているサブフレームにおいて、（ＣＳＩ－ＲＳを優先して）
パンクチャリングされ得る。このことは、初期の取得中、アクセス端末１２０にはトラン
スペアレントであるが、ＤＲＳの後のインスタンス中に暗に想定され得る。バランスとし
て（As a balance）、および引き続きのさらなる例として、ＰＢＣＨのリソース要素のサ
ブセットおよび（オーバーラップしない）ＣＳＩ－ＲＳリソース要素のサブセットが、オ
ーバーラップのイベントにおいてパンクチャリングされ得る。このことは、アクセス端末
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１２０にはトランスペアレントであり得、パフォーマンスのトレードオフを可能にする。
（例外として（as a special case）、サブセットのうちの１つは空であることがある。
）
　[0059]アクセス端末１２０の観点から考えると、アクセスポイント１１０がＣＳＩ－Ｒ
Ｓのような他のＤＲＳシグナリングとのコンフリクトを緩和するための、上で説明された
手法を利用するとき、該アクセス端末１２０は、異なる方法でオペレートし得る。一般に
、アクセス端末１２０が初期取得を実行するとき、それは、ＣＳＩ－ＲＳの存在、その構
成等に気付いておらず、したがって、アクセス端末１２０が知ることなく影響を受け得る
のはＰＢＣＨリソース要素である。ＰＢＣＨがパンクチャリングされない、上で説明され
た設計では、ＰＢＣＨが影響を受けることに関して課題はない。しかしながら他の設計で
は、ＣＳＩ－ＲＳとオーバーラップするＰＢＣＨリソース要素のいくつかまたはすべてが
パンクチャリングされ得、このことは、初期取得、及び後のインスタンスにおけるＰＢＣ
Ｈ復号に影響を与え得る。たとえば、アクセス端末１２０がパンクチャリングを無視し、
復号を試みた場合、不正確な（パンクチャリングされた）リソース要素を使用する損失は
、パンクチャリングされたリソース要素を単に無視するよりも大きいことは認識されるだ
ろう。したがって、ＣＳＩ－ＲＳがＰＢＣＨをパンクチャリングするかどうかをアクセス
端末１２０が気付かないとき、それは、このことをブラインドに検出するために、ＣＳＩ
－ＲＳパンクチャリングのある／無し（presence/absence）に関して多重仮説検定を試み
得る。特に、複数のＣＳＩ－ＲＳ構成が、ＰＢＣＨのＣＳＩ－ＲＳパンクチャリングのあ
る／無し／程度を決定するために、アクセス端末１２０によってブラインド検出され得る
。
【００４９】
　[0060]図３を再び参照すると、特にＰＢＣＨが、上でより詳細に図示および説明された
形で、ＤＲＳインスタンスにわたって異なる冗長バージョンを採用し得ることが認識され
るだろう。初期取得の際、アクセス端末１２０は、どの冗長バージョンが所与の時間に検
出され、どのように復号を実行すべきかを決定するために、複数のＰＢＣＨ冗長バージョ
ン仮説のブラインド検出を実行し得る。たとえば、所与の時間ｔにおけるＲＶ０仮説では
、アクセス端末１２０は、第１のインスタンス（時間ｔ）におけるＲＶ０、次のインスタ
ンスにおけるＲＶ１、次のインスタンスにおけるＲＶ２、および次のインスタンスにおけ
るＲＶ３を結合し得る；所与の時間ｔにおけるＲＶ１仮説では、アクセス端末１２０は、
第１のインスタンス（時間ｔ）におけるＲＶ１、次のインスタンスにおけるＲＶ２、およ
び次のインスタンスにおけるＲＶ３を結合し得る；等がある。しかしながら、ＰＢＣＨ復
号におけるすべての冗長バージョン仮説のブラインド検出は、その数のアンテナもまたブ
ラインド検出される必要があることを考慮すると、結果として数多くの可能性をもたらし
得る。
【００５０】
　[0061]したがって、いくつかの設計では、冗長バージョン検出は、仮説検定を削減する
ための１つまたは複数の信頼性メトリックの使用によって容易にされ得る。たとえば、ア
クセス端末１２０は、各冗長バージョンに関連付けられた対数尤度比（ＬＬＲ）のセット
から、たとえば、ＬＬＲを平均化することから、ＬＬＲの分配から、および／またはＬＬ
Ｒのしきい値との比較から、信頼性メトリックを定義し得る。アクセス端末１２０はその
後、検出の各ステージで、ＬＬＲの関数としての冗長バージョンごとの信頼性メトリック
を計算し、冗長バージョン仮説のサブセットをプルーニングして取り除き得る（prune ou
t）。たとえば、時間「ｔ」で、ＲＶ１およびＲＶ２仮説が、それらの信頼性メトリック
に基づいて、最も可能性の高いものであると決定され得る。アクセス端末１２０はその後
、次のサブフレーム（たとえば、ｔ＋１０）に残る仮説の数を低減するために、ＲＶ０お
よびＲＶ３の仮説を拒否し得る。同様のプロシージャが、アンテナ仮説の数に適用され得
、同じように次のサブフレーム（時間ｔ＋２０）で、そして最終的にその次のサブフレー
ム（時間ｔ＋３０）で、繰り返される（carried forward）。
【００５１】
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　[0062]いくつかのシナリオでは、冗長バージョンの相互間の間隔が不確かであり得るの
で、冗長バージョン結合が、ＤＴｘＷ３０２内のＰＢＣＨの可変のロケーションによって
妨げられ得る。たとえば、ＰＢＣＨのＲＶ１、ＲＶ２、およびＲＶ３は、比較的精密な持
続時間（たとえば、１サブフレームまたは１０ｍｓ）分間隔をあけられ得る一方で、ＰＢ
ＣＨのＲＶ０に対するそれらの間隔は、ＤＴｘＷ３０２のどこでアクセスポイント１１０
が通信媒体１４０を獲得できるかに応じて、数サブフレーム持続時間分、変動し得る。し
たがって、ＰＢＣＨのＲＶ０と、ＰＢＣＨのＲＶ１、ＲＶ２、およびＲＶ３との間のこの
非対称性の効果を緩和するために、依然として少なくとも部分的な結合利得を留めておき
ながら、これらの冗長バージョンのセットは、別々に結合され得る。たとえば、アクセス
端末１２０が、ＲＶ１、ＲＶ２、およびＲＶ３の仮説についてのみＰＢＣＨの冗長バージ
ョンを結合し得る一方で、ＲＶ０は、結合なく検出される。つまり、ＲＶ０仮説では、ア
クセス端末１２０は、結合なくＲＶ０を復号し得る。ＲＶ１仮説では、アクセス端末１２
０は、時間「ｔ」におけるＲＶ１、次のインスタンス（時間ｔ＋１０ｍｓ）におけるＲＶ
２、およびその次のインスタンス（時間ｔ＋２０ｍｓ）におけるＲＶ３を結合し得る。Ｒ
Ｖ２仮説では、アクセス端末１２０は、時間「ｔ」におけるＲＶ２、および次のインスタ
ンス（時間ｔ＋１０ｍｓ）におけるＲＶ３を結合し得る。ＲＶ３仮説では、アクセス端末
１２０は、時間「ｔ」におけるＲＶ３を復号し得る。
【００５２】
　[0063]図６は、上で説明された技法にしたがった、通信の例となる方法を例示するフロ
ー図である。方法６００は、たとえば、共有通信媒体上でオペレートするアクセス端末（
たとえば、図１で例示されたアクセス端末１２０）によって実行され得る。例として、通
信媒体は、ＬＴＥ技術デバイスとＷｉ－Ｆｉ技術デバイスとの間で共有されるアンライセ
ンス無線周波数帯域上の１つまたは複数の時間、周波数、または空間リソースを含み得る
。
【００５３】
　[0064]図示されているように、アクセス端末は、ブロードキャストチャネルを介して、
該ブロードキャストチャネルが受信される対応するサブフレームについてのサブフレーム
番号インジケータを受信し得る（ブロック６０２）。アクセス端末は、該サブフレームを
含む対応する無線フレーム内のサブフレーム番号インジケータのための基準境界を決定し
得る（ブロック６０４）。アクセス端末はその後、サブフレーム番号インジケータおよび
基準境界に基づいて、該サブフレームに関連付けられたサブフレーム番号を識別し得る（
ブロック６０６）。
【００５４】
　[0065]上で詳細に説明されたように、識別すること（ブロック６０６）は、基準境界に
対する無線フレーム内のオフセットとしてサブフレーム番号インジケータを解釈すること
を備え得る。
【００５５】
　[0066]決定すること（ブロック６０４）は、たとえば、ＳＳＳショートコードを受信す
ることと、該ＳＳＳショートコードの値に基づいて、基準境界を決定することと、を備え
得る。例として、決定することは、より具体的には、ＳＳＳショートコードの第１の値に
基づいて、無線フレームの第１の部分内の第１のサブフレームに基準境界を設定すること
と、ＳＳＳショートコードの第２の値に基づいて、無線フレームの第２の部分内の第２の
サブフレームに基準境界を設定することと、を備え得る。０～９の無線フレーム内のサブ
フレームの番号付けでは、第１のサブフレームは、たとえば、サブフレーム０（ＳＦ０）
に対応し得、第２のサブフレームは、たとえば、サブフレーム５（ＳＦ５）に対応し得る
。
【００５６】
　[0067]いくつかの設計では、ブロードキャストチャネルは、ＤＴｘＷ内で受信され得る
。ＤＴｘＷは、サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブフレーム
の数よりも大きい数のサブフレームに広がり得る（span）が、必ずしも広がる必要はない
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。たとえば、サブフレーム番号インジケータは、３ビットに対応し得、ＤＴｘＷは、８よ
りも多いサブフレームに広がり得る。
【００５７】
　[0068]それよりも広いコンテキストでは、アクセス端末が、識別されたサブフレーム番
号に基づいて、１つまたは複数のタイミングパラメータを調整し得ることは認識されるだ
ろう。アクセス端末はまた、ＰＳＳおよびＳＳＳシグナリングを検出し得、調整すること
はさらに、検出されたＰＳＳおよびＳＳＳシグナリングに基づく。
【００５８】
　[0069]図７は、上で説明された技法にしたがった、通信の例となる方法を例示するフロ
ー図である。方法７００は、たとえば、共有通信媒体上でオペレートするアクセスポイン
ト（たとえば、図１で例示されたアクセスポイント１１０）によって実行され得る。例と
して、通信媒体は、ＬＴＥ技術デバイスとＷｉ－Ｆｉ技術デバイスとの間で共有されるア
ンライセンス無線周波数帯域上の１つまたは複数の時間、周波数、または空間リソースを
含み得る。
【００５９】
　[0070]図示されているように、アクセスポイントは、ブロードキャストチャネルを搬送
するように指定された対応するサブフレームに関連付けられたサブフレーム番号を識別し
得る（ブロック７０２）。アクセスポイントは、該サブフレームを含む対応する無線フレ
ーム内の該サブフレームのための基準境界を決定し得る（ブロック７０４）。アクセスポ
イントはその後、サブフレーム番号および基準境界に基づいて、該サブフレームについて
のサブフレーム番号インジケータを設定し（ブロック７０６）、ブロードキャストチャネ
ルを介して、該サブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを送信し得る（ブ
ロック７０８）。
【００６０】
　[0071]上で詳細に説明されたように、設定すること（ブロック７０６）は、基準境界に
対する無線フレーム内のオフセットとしてサブフレーム番号インジケータを算出すること
を備え得る。
【００６１】
　[0072]決定すること（ブロック７０４）は、たとえば、無線フレームの第１の部分内の
第１のサブフレームに、または無線フレームの第２の部分内の第２のサブフレームに、基
準境界を設定することを備え得る。例として、０～９の無線フレーム内のサブフレームの
番号付けでは、第１のサブフレームは、サブフレーム０（ＳＦ０）に対応し得、第２のサ
ブフレームは、サブフレーム５（ＳＦ５）に対応し得る。
【００６２】
　[0073]いくつかの設計では、ブロードキャストチャネルは、ＤＴｘＷ内で送信され得る
。ＤＴｘＷは、サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブフレーム
の数よりも大きい数のサブフレームに広がり得るが、必ずしも広がる必要はない。たとえ
ば、サブフレーム番号インジケータは３ビットに対応し得、ＤＴｘＷは８よりも多いサブ
フレームに広がり得る。
【００６３】
　[0074]一般性のために（For generality）、アクセスポイント１１０およびアクセス端
末１２０が、それぞれブロードキャストチャネルマネジャ１１２およびブロードキャスト
チャネルマネジャ１２２を含むような、関連する部分のみが図１で図示されている。しか
しながら、アクセスポイント１１０およびアクセス端末１２０は、本明細書で説明されて
いるブロードキャストチャネル管理技法を提供する、またはさもなければサポートするた
めの様々な方法で構成され得ることは認識されるだろう。
【００６４】
　[0075]図８は、より詳細にアクセスポイント１１０およびアクセス端末１２０の例とな
るコンポーネントを例示するデバイスレベルの図である。図示されているように、アクセ
スポイント１１０およびアクセス端末１２０は各々、概して、少なくとも１つの指定され
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たＲＡＴを介して他のワイヤレスノードと通信するためのワイヤレス通信デバイス（通信
デバイス８３０および８５０によって表される）を含み得る。通信デバイス８３０および
８５０は、指定されたＲＡＴにしたがって、（たとえば、メッセージ、インジケーション
、情報、パイロット等の）信号を送信および符号化するために、および逆に信号を受信お
よび復号するために、様々に構成され得る。
【００６５】
　[0076]通信デバイス８３０および８５０は、たとえば、それぞれのプライマリＲＡＴト
ランシーバ８３２および８５２、ならびにいくつかの設計では、（たとえば、オペレータ
Ａシステム１００とは異なる場合、オペレータＢシステム１５０によって採用されるＲＡ
Ｔに対応する）（オプションの）同一場所に配置されたセカンダリＲＡＴトランシーバ８
３４および８５４のような、１つまたは複数のトランシーバをそれぞれ含み得る。本明細
書で使用される場合、「トランシーバ」は、送信機回路、受信機回路、またはそれらの組
合せを含み得るが、すべての設計において送信と受信との両方の機能性を提供する必要は
ない。たとえば、完全な通信を提供することが必要ではない場合、コストを削減するため
に、いくつかの設計では、低機能性受信機回路（たとえば、低レベルのスニッフィングの
みを提供する無線チップまたは同様の回路）が採用され得る。さらに、本明細書で使用さ
れる場合、「同一場所に配置された（co-located）」（たとえば、ラジオ、アクセスポイ
ント、トランシーバ等）という用語は、様々な配置（arrangements）のうちの１つを指し
得る。たとえば、同じハウジングにあるコンポーネント、同じプロセッサによってホスト
されるコンポーネント、互いから定義された距離内にあるコンポーネント、および／また
はインタフェース（たとえば、イーサネット（登録商標）スイッチ）であって、該インタ
フェースは何れの要求されるコンポーネント間通信（たとえば、メッセージング）のレイ
テンシ要件も満たすコンポーネントである。
【００６６】
　[0077]アクセスポイント１１０およびアクセス端末１２０はまた、各々が概して、それ
らのそれぞれの通信デバイス８３０および８５０のオペレーションを制御する（たとえば
、指示する、修正する、イネーブルする、ディセーブルする等）ための通信コントローラ
（通信コントローラ８４０および８６０によって表される）を含み得る。通信コントロー
ラ８４０および８６０は、１つまたは複数のプロセッサ８４２および８６２、ならびにプ
ロセッサ８４２および８６２に結合された１つまたは複数のメモリ８４４および８６４を
それぞれ含み得る。メモリ８４４および８６４は、オンボードキャッシュメモリ、別々の
コンポーネント、組合せ等のいずれかとして、データ、命令、またはそれらの組合せを記
憶するように構成され得る。プロセッサ８４２および８６２ならびにメモリ８４４および
８６４は、スタンドアロン通信コンポーネントであり得るか、またはアクセスポイント１
１０およびアクセス端末１２０のそれぞれのホストシステム機能性の一部であり得る。
【００６７】
　[0078]ブロードキャストチャネルマネジャ１１２およびブロードキャストチャネルマネ
ジャ１２２が、異なる方法で実装されることは認識されるだろう。いくつかの設計では、
それらに関連付けられた機能性のいくつかまたはすべてが、少なくとも１つのプロセッサ
（たとえば、プロセッサ８４２のうちの１つまたは複数、および／またはプロセッサ８６
２のうちの１つまたは複数）、少なくとも１つのメモリ（たとえば、メモリ８４４のうち
の１つまたは複数、および／またはメモリ８６４のうちの１つまたは複数）、少なくとも
１つのトランシーバ（たとえば、トランシーバ８３２および８３４のうちの１つまたは複
数、および／またはトランシーバ８５２および８５４のうちの１つまたは複数）、または
それらの組合せによって、またはさもなければその指示で、実装され得る。他の設計では
、それらに関連付けられた機能性のうちのいくつかまたはすべてが、一連の相互に関連す
る機能モジュールとして実装され得る。
【００６８】
　[0079]したがって、図８におけるコンポーネントが、図１～図７に関して上で説明され
たオペレーションを実行するために使用され得ることは認識されるだろう。たとえば、ア
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クセスポイント１１０は、プロセッサ８４２およびメモリ８４４を介して、ブロードキャ
ストチャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付けられたサブフ
レーム番号を識別し、該サブフレームを含む対応する無線フレーム内の該サブフレームの
ための基準境界を決定し、サブフレーム番号および基準境界に基づいて、該サブフレーム
についてのサブフレーム番号インジケータを設定し得る。アクセスポイント１１０は、プ
ライマリＲＡＴトランシーバ８３２を介し、ブロードキャストチャネルを介して、該サブ
フレームについてのサブフレーム番号インジケータを送信し得る。
【００６９】
　[0080]別の例として、アクセス端末１２０は、プライマリＲＡＴトランシーバ８５２を
介し、ブロードキャストチャネルを介して、該ブロードキャストチャネルが受信される対
応するサブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを受信し得る。アクセス端
末１２０は、プロセッサ８６２およびメモリ８６４を介して、該サブフレームを含む対応
する無線フレーム内のサブフレーム番号インジケータのための基準境界を決定し、サブフ
レーム番号インジケータおよび基準境界に基づいて、該サブフレームに関連付けられたサ
ブフレーム番号を識別し得る。
【００７０】
　[0081]図９は、一連の相互に関連する機能モジュールとして表されるブロードキャスト
チャネルマネジャ１２２を実装するための例となる装置を例示する。例示されている例で
は、装置９００は、受信するためのモジュール９０２、決定するためのモジュール９０４
、および識別するためのモジュール９０６を含む。
【００７１】
　[0082]受信するためのモジュール９０２は、ブロードキャストチャネルを介して、該ブ
ロードキャストチャネルが受信される対応するサブフレームについてのサブフレーム番号
インジケータを受信するように構成され得る。決定するためのモジュール９０４は、該サ
ブフレームを含む対応する無線フレーム内のサブフレーム番号インジケータのための基準
境界を決定するように構成され得る。識別するためのモジュール９０６は、サブフレーム
番号インジケータおよび基準境界に基づいて、該サブフレームに関連付けられたサブフレ
ーム番号を識別するように構成され得る。
【００７２】
　[0083]図１０は、一連の相互に関連する機能モジュールとして表されるブロードキャス
トチャネルマネジャ１１２を実装するための例となる装置を例示する。例示されている例
では、装置１０００は、識別するためのモジュール１００２、決定するためのモジュール
１００４、設定するためのモジュール１００６、および送信するためのモジュール１００
８を含む。
【００７３】
　[0084]識別するためのモジュール１００２は、ブロードキャストチャネルを搬送するよ
うに指定された対応するサブフレームに関連付けられたサブフレーム番号を識別するよう
に構成され得る。決定するためのモジュール１００４は、該サブフレームを含む対応する
無線フレーム内の該サブフレームのための基準境界を決定するように構成され得る。設定
するためのモジュール１００６は、サブフレーム番号および基準境界に基づいて、該サブ
フレームについてのサブフレーム番号インジケータを設定するように構成され得る。送信
するためのモジュール１００８は、ブロードキャストチャネルを介して、該サブフレーム
についてのサブフレーム番号インジケータを送信するように構成され得る。
【００７４】
　[0085]図９～図１０のモジュールの機能性は、本明細書における教示と矛盾しない様々
な方法で実装され得る。いくつかの設計では、これらのモジュールの機能性は、１つまた
は複数の電気コンポーネントとして実装され得る。いくつかの設計では、これらのブロッ
クの機能性は、１つまたは複数のプロセッサコンポーネントを含む処理システムとして実
装され得る。いくつかの設計では、これらのモジュールの機能性は、たとえば、１つまた
は複数の集積回路（たとえば、ＡＳＩＣ）の少なくとも一部分を使用して実装され得る。
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本明細書で説明されているように、集積回路は、プロセッサ、ソフトウェア、他の関連す
るコンポーネント、またはそれらの何らかの組合せを含み得る。したがって、異なるモジ
ュールの機能性は、たとえば、集積回路の異なるサブセットとして、ソフトウェアモジュ
ールのセットのうちの異なるサブセットとして、またはそれらの組合せとして、実装され
得る。また、（たとえば、集積回路のおよび／またはソフトウェアモジュールのセットの
うちの）所与のサブセットが、１つより多くのモジュールについての機能性の少なくとも
一部分を提供し得ることは認識されるだろう。
【００７５】
　[0086]加えて、図９～図１０によって表されているコンポーネントおよび機能、ならび
に本明細書で説明されている他のコンポーネントおよび機能は、任意の適した手段を使用
して実装され得る。そのような手段はまた、少なくとも部分的に、本明細書で教示されて
いる対応する構造を使用して実装され得る。たとえば、図９～図１０の「のためのモジュ
ール」のコンポーネントと併せて上で説明されたコンポーネントはまた、同様に指定され
た「のための手段」の機能性に対応し得る。したがって、いくつかの態様では、そのよう
な手段のうちの１つまたは複数が、プロセッサコンポーネント、集積回路、または、アル
ゴリズムとしてのものを含む本明細書で教示されているような他の適した構造のうちの１
つまたは複数を使用して実装され得る。当業者は、本開示において、上で説明された文章
で、および疑似コードによって表され得るアクションのシーケンスにおいて表されたアル
ゴリズムを認識するだろう。たとえば、図９～図１０によって表されたコンポーネントお
よび機能は、ＬＯＡＤオペレーション、ＣＯＭＰＡＲＥオペレーション、ＲＥＴＵＲＮオ
ペレーション、ＩＦ－ＴＨＥＮ－ＥＬＳＥループ等を実行するためのコードを含み得る。
【００７６】
　[0087]「第１の」、「第２の」等のような指定（designation）を使用した本明細書に
おける要素へのいずれの参照も、一般にそれらの要素の数量または順序を限定しないこと
は理解されるべきである。むしろ、これらの指定は、２つ以上の要素間の、またはある要
素の事例間の区別の便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第１および
第２の要素への参照は、そこで２つの要素のみが採用され得ることも、または何らかの意
味で第１の要素が第２の要素より優先されなければならないことも、意味していない。ま
た、別途述べられない限り、要素のセットは、１つまたは複数の要素を備え得る。加えて
、説明または請求項において使用される「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」あ
るいは「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの１つまたは複数」あるいは「Ａ、Ｂ、およびＣから成
るグループのうちの少なくとも１つ」という形態の用語は、「ＡまたはＢまたはＣまたは
これらの要素の任意の組合せ」を意味する。たとえば、この用語は、Ａ、またはＢ、また
はＣ、あるいは、ＡおよびＢ、またはＡおよびＣ、あるいは、ＡおよびＢおよびＣ、ある
いは、２Ａ、または２Ｂ、または２Ｃ等を含み得る。
【００７７】
　[0088]上記説明（descriptions）および説明（explanations）の観点から、当業者は、
本明細書で開示されている態様に関係して説明されている様々な例示的な論理ブロック、
モジュール、回路、アルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウ
ェア、またはその両方の組合せとして実装され得ることを認識するだろう。ハードウェア
とソフトウェアのこの互換性を明確に例示するために、様々な例示的なコンポーネント、
ブロック、モジュール、回路、およびステップが、概してそれらの機能性の観点から上で
説明されてきた。このような機能性が、ハードウェアとして実装されるか、またはソフト
ウェアとして実装されるかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課せられる
設計制約に依存する。当業者は、特定のアプリケーションごとに様々な方法で説明されて
いる機能性を実装し得るが、このような実装決定は本開示の範囲からの逸脱を引き起こす
と解釈されるべきでない。
【００７８】
　[0089]したがって、たとえば、装置または装置の任意のコンポーネントが、本明細書で
教示されている機能性を提供するように構成され得る（または動作可能にされ得る、また
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は適合され得る）ことは認識されるだろう。このことは、たとえば、装置またはコンポー
ネントを、それが機能性を提供することになるように製造する（manufacturing）（たと
えば、作る（fabricating））ことによって、装置またはコンポーネントを、それが機能
性を提供することになるようにプログラミングすることによって、または何らかの他の適
した実装技法の使用を通じて、達成され得る。一例として、集積回路は、必須の機能性を
提供するように作られ得る。別の例として、集積回路は、必須の機能性をサポートするよ
うに作られ、そして必須の機能性を提供するように（たとえば、プログラミングを介して
）構成され得る。さらに別の例として、プロセッサ回路が、必須の機能性を提供するため
のコードを実行し得る。
【００７９】
　[0090]さらに、本明細書で開示されている態様に関係して説明されている方法、シーケ
ンス、および／またはアルゴリズムは、直接的にハードウェアにおいて、プロセッサによ
って実行されるソフトウェアモジュールにおいて、またはそれら２つの組合せにおいて、
具現化され得る。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラ
ッシュメモリ、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能なプログラマブル読み取り専用
メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＥＰ
ＲＯＭ（登録商標））、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、あるいは、一時的または非一時的である、当該技術分野において知られている何れの
他の形態の記憶媒体にも存在し得る。実例的な記憶媒体は、プロセッサが該記憶媒体から
情報を読み出し、該記憶媒体に情報を書き込むことができるように該プロセッサに結合さ
れている。代替的に、記憶媒体は、プロセッサと一体化され得る（たとえば、キャッシュ
メモリ）。
【００８０】
　[0091]したがって、たとえば、本開示のある特定の態様は、通信のための方法を具現化
する一時的または非一時的コンピュータ可読媒体を含むことができることもまた認識され
るだろう。
【００８１】
　[0092]先の開示が様々な例示的な態様を示している一方で、添付の請求項によって定義
される範囲から逸脱することなく、例示された例に対して様々な変更および修正がなされ
得ることは留意されるべきである。本開示は、具体的に例示された例だけに限定されるよ
うには意図されていない。たとえば、別途着目されない限り、本明細書で説明されている
本開示の態様にしたがった方法の請求項の機能、ステップ、および／またはアクションは
、任意の特定の順序で実施される必要がない。さらに、ある特定の態様は、単数形で説明
または請求され得るものの、単数形への限定が明記されていない限り、複数形が考慮され
ている。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　通信方法であって、
　ブロードキャストチャネルを介して、前記ブロードキャストチャネルが受信される対応
するサブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを受信することと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレーム番号インジケータ
のための基準境界を決定することと、
　前記サブフレーム番号インジケータおよび前記基準境界に基づいて、前記サブフレーム
に関連付けられたサブフレーム番号を識別することと、
　を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記識別することは、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセットとして前
記サブフレーム番号インジケータを解釈することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記決定することは、
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　セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）ショートコードを受信することと、
　前記ＳＳＳショートコードの値に基づいて、前記基準境界を決定することと、
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記決定することは、
　前記ＳＳＳショートコードの第１の値に基づいて、前記無線フレームの第１の部分内の
第１のサブフレームに前記基準境界を設定することと、
　前記ＳＳＳショートコードの第２の値に基づいて、前記無線フレームの第２の部分内の
第２のサブフレームに前記基準境界を設定することと、
　をさらに備える、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ４
に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記ブロードキャストチャネルは、発見基準信号（ＤＲＳ）送信ウィンドウ（ＤＴｘＷ
）内で受信される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記ＤＴｘＷは、前記サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブ
フレームの数よりも大きい数のサブフレームに広がる、Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記サブフレーム番号インジケータは３ビットに対応し、前記ＤＴｘＷは８よりも多い
サブフレームに広がる、Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記識別されたサブフレーム番号に基づいて、１つまたは複数のタイミングパラメータ
を調整することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　プライマリ同期信号（ＰＳＳ）およびセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を検出することを
さらに備え、前記調整することは、前記検出することにさらに基づく、Ｃ９に記載の方法
。
［Ｃ１１］
　通信装置であって、
　ブロードキャストチャネルを介して、前記ブロードキャストチャネルが受信される対応
するサブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを受信するように構成された
少なくとも１つのトランシーバと、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、
　を備え、前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリは、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレーム番号インジケータ
のための基準境界を決定することと、
　前記サブフレーム番号インジケータおよび前記基準境界に基づいて、前記サブフレーム
に関連付けられたサブフレーム番号を識別することと、
　を行うように構成される、装置。
［Ｃ１２］
　前記少なくとも１つのメモリおよび前記少なくとも１つのプロセッサは、前記基準境界
に対する前記無線フレーム内のオフセットとして前記サブフレーム番号インジケータを解
釈することによって、前記サブフレーム番号を識別するように構成される、Ｃ１１に記載
の装置。
［Ｃ１３］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）ショートコード
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を受信するようにさらに構成され、
　前記少なくとも１つのメモリおよび前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＳＳＳシ
ョートコードの値に基づいて、前記基準境界を決定するようにさらに構成される、
　Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１４］
　前記少なくとも１つのメモリおよび前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ＳＳＳショートコードの第１の値に基づいて、前記無線フレームの第１の部分内の
第１のサブフレームに前記基準境界を設定することと、
　前記ＳＳＳショートコードの第２の値に基づいて、前記無線フレームの第２の部分内の
第２のサブフレームに前記基準境界を設定することと、
　を行うようにさらに構成される、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１５］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ１
４に記載の装置。
［Ｃ１６］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、発見基準信号（ＤＲＳ）送信ウィンドウ（ＤＴ
ｘＷ）内で前記ブロードキャストチャネルを受信するようにさらに構成される、Ｃ１１に
記載の装置。
［Ｃ１７］
　前記ＤＴｘＷは、前記サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブ
フレームの数よりも大きい数のサブフレームに広がる、Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ１８］
　前記サブフレーム番号インジケータは３ビットに対応し、前記ＤＴｘＷは８よりも多い
サブフレームに広がる、Ｃ１７に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記少なくとも１つのメモリおよび前記少なくとも１つのプロセッサは、前記識別され
たサブフレーム番号に基づいて、１つまたは複数のタイミングパラメータを調整するよう
にさらに構成される、Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、プライマリ同期信号（ＰＳＳ）およびセカンダ
リ同期信号（ＳＳＳ）を検出するようさらに構成され、
　前記少なくとも１つのメモリおよび前記少なくとも１つのプロセッサは、前記検出する
ことに基づいて、前記１つまたは複数のタイミングパラメータを調整することを決定する
ようにさらに構成される、
　Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］
　通信装置であって、
　ブロードキャストチャネルを介して、前記ブロードキャストチャネルが受信される対応
するサブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを受信するための手段と、　
前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレーム番号インジケータの
ための基準境界を決定するための手段と、
　前記サブフレーム番号インジケータおよび前記基準境界に基づいて、前記サブフレーム
に関連付けられたサブフレーム番号を識別するための手段と、
　を備える、装置。
［Ｃ２２］
　前記識別するための手段は、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセットと
して前記サブフレーム番号インジケータを解釈するための手段を備える、Ｃ２１に記載の
装置。
［Ｃ２３］



(22) JP 6961602 B2 2021.11.5

10

20

30

40

50

　前記決定するための手段は、
　セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）ショートコードを受信するための手段と、
　前記ＳＳＳショートコードの値に基づいて、前記基準境界を決定するための手段と、　
を備える、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記決定するための手段は、
　前記ＳＳＳショートコードの第１の値に基づいて、前記無線フレームの第１の部分内の
第１のサブフレームに前記基準境界を設定するための手段と、
　前記ＳＳＳショートコードの第２の値に基づいて、前記無線フレームの第２の部分内の
第２のサブフレームに前記基準境界を設定するための手段と、
　をさらに備える、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ２
４に記載の装置。
［Ｃ２６］
　少なくとも１つのプロセッサによって実行されるとき、前記少なくとも１つのプロセッ
サに、通信のためのオペレーションを実行させるコードを備える非一時的コンピュータ可
読媒体であって、
　ブロードキャストチャネルを介して、前記ブロードキャストチャネルが受信される対応
するサブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを受信するためのコードと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレーム番号インジケータ
のための基準境界を決定するためのコードと、
　前記サブフレーム番号インジケータおよび前記基準境界に基づいて、前記サブフレーム
に関連付けられたサブフレーム番号を識別するためのコードと、
　を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ２７］
　前記識別するためのコードは、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセット
として前記サブフレーム番号インジケータを解釈するためのコードを備える、Ｃ２６に記
載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ２８］
　前記決定するためのコードは、
　セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）ショートコードを受信するためのコードと、
　前記ＳＳＳショートコードの値に基づいて、前記基準境界を決定するためのコードと、
　を備える、Ｃ２６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ２９］
　前記決定するためのコードは、
　前記ＳＳＳショートコードの第１の値に基づいて、前記無線フレームの第１の部分内の
第１のサブフレームに前記基準境界を設定するためのコードと、
　前記ＳＳＳショートコードの第２の値に基づいて、前記無線フレームの第２の部分内の
第２のサブフレームに前記基準境界を設定するためのコードと、
　をさらに備える、Ｃ２８に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ３０］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ２
９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ３１］
　通信方法であって、
　ブロードキャストチャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付
けられたサブフレーム番号を識別することと、
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　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレームのための基準境界
を決定することと、
　前記サブフレーム番号および前記基準境界に基づいて、前記サブフレームについてのサ
ブフレーム番号インジケータを設定することと、
　前記ブロードキャストチャネルを介して、前記サブフレームについての前記サブフレー
ム番号インジケータを送信することと、
　を備える、方法。
［Ｃ３２］
　前記設定することは、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセットとして前
記サブフレーム番号インジケータを算出することを備える、Ｃ３１に記載の方法。
［Ｃ３３］
　前記決定することは、前記無線フレームの第１の部分内の第１のサブフレームに、また
は前記無線フレームの第２の部分内の第２のサブフレームに、前記基準境界を設定するこ
とを備える、Ｃ３１に記載の方法。
［Ｃ３４］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ３
３に記載の方法。
［Ｃ３５］
　前記ブロードキャストチャネルは、発見基準信号（ＤＲＳ）送信ウィンドウ（ＤＴｘＷ
）内で送信される、Ｃ３１に記載の方法。
［Ｃ３６］
　前記ＤＴｘＷは、前記サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブ
フレームの数よりも大きい数のサブフレームに広がる、Ｃ３５に記載の方法。
［Ｃ３７］
　前記サブフレーム番号インジケータは３ビットに対応し、前記ＤＴｘＷは８よりも多い
サブフレームに広がる、Ｃ３６に記載の方法。
［Ｃ３８］
　通信装置であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、前記少なく
とも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリは、
　ブロードキャストチャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付
けられたサブフレーム番号を識別することと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレームのための基準境界
を決定することと、
　前記サブフレーム番号および前記基準境界に基づいて、前記サブフレームについてのサ
ブフレーム番号インジケータを設定することと、
　を行うように構成される、
　前記ブロードキャストチャネルを介して、前記サブフレームについての前記サブフレー
ム番号インジケータを送信するように構成された少なくとも１つのトランシーバと、
　を備える、装置。
［Ｃ３９］
　前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリは、前記基準境界
に対する前記無線フレーム内のオフセットとして前記サブフレーム番号インジケータを算
出することによって、前記サブフレーム番号インジケータを設定するように構成される、
Ｃ３８に記載の装置。
［Ｃ４０］
　前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリは、前記無線フレ
ームの第１の部分内の第１のサブフレームに、または前記無線フレームの第２の部分内の
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第２のサブフレームに、前記基準境界を設定するようにさらに構成される、Ｃ３８に記載
の装置。
［Ｃ４１］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ４
０に記載の装置。
［Ｃ４２］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、発見基準信号（ＤＲＳ）送信ウィンドウ（ＤＴ
ｘＷ）内で前記ブロードキャストチャネルを送信するように構成される、Ｃ３８に記載の
装置。
［Ｃ４３］
　前記ＤＴｘＷは、前記サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブ
フレームの数よりも大きい数のサブフレームに広がる、Ｃ４２に記載の装置。
［Ｃ４４］
　前記サブフレーム番号インジケータは３ビットに対応し、前記ＤＴｘＷは８よりも多い
サブフレームに広がる、Ｃ４３に記載の装置。
［Ｃ４５］
　通信装置であって、
　ブロードキャストチャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付
けられたサブフレーム番号を識別するための手段と、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレームのための基準境界
を決定するための手段と、
　前記サブフレーム番号および前記基準境界に基づいて、前記サブフレームについてのサ
ブフレーム番号インジケータを設定するための手段と、
　前記ブロードキャストチャネルを介して、前記サブフレームについての前記サブフレー
ム番号インジケータを送信するための手段と、
　を備える、装置。
［Ｃ４６］
　前記設定するための手段は、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセットと
して前記サブフレーム番号インジケータを算出するための手段を備える、Ｃ４５に記載の
装置。
［Ｃ４７］
　前記決定するための手段は、前記無線フレームの第１の部分内の第１のサブフレームに
、または前記無線フレームの第２の部分内の第２のサブフレームに、前記基準境界を設定
するための手段を備える、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ４８］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ４
７に記載の装置。
［Ｃ４９］
　少なくとも１つのプロセッサによって実行されるとき、前記少なくとも１つのプロセッ
サに、通信のためのオペレーションを実行させるコードを備える非一時的コンピュータ可
読媒体であって、
　ブロードキャストチャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付
けられたサブフレーム番号を識別するためのコードと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレームのための基準境界
を決定するためのコードと、
　前記サブフレーム番号および前記基準境界に基づいて、前記サブフレームについてのサ
ブフレーム番号インジケータを設定するためのコードと、
　前記ブロードキャストチャネルを介して、前記サブフレームについての前記サブフレー
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ム番号インジケータを送信するためのコードと、
　を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ５０］
　前記設定するためのコードは、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセット
として前記サブフレーム番号インジケータを算出するためのコードを備える、Ｃ４９に記
載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ５１］
　前記決定するためのコードは、前記無線フレームの第１の部分内の第１のサブフレーム
に、または前記無線フレームの第２の部分内の第２のサブフレームに、前記基準境界を設
定するためのコードを備える、Ｃ４９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ５２］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ５
１に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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